
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

８２７０５

挑戦的萌芽研究

2014～2012

発達障害のある子どもの東日本大震災における実態と必要な支援に関する研究

Children with developmental disabilities suffered from great east Japan earthquake 
and required support for them hereafter

９０１４３５５２研究者番号：

渥美　義賢（Atsumi, Yoshikata）

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所・教育情報部・上席総括研究員

研究期間：

２４６５３３００

平成 年 月 日現在２７ １０   ７

円     1,900,000

研究成果の概要（和文）：発達障害のある子どもは、東日本大震災において定型発達児に比べて、本人及び保護者は非
常に大きな危険と困難に直面した。震災前の防災訓練では、社会性の弱さや現実見当識の弱さにより、十分な訓練を受
けられないことが多かった。津波の際しては、危険の把握や予測の困難さにより、保護者との連絡がとれず、このため
避難できず死亡した事例があった。その後の避難生活においては、慣れない環境への強い不安のため状況に応じた行動
が困難であったため、避難所から出なければならない場合が多かった。避難所にいないと必要な物資が得られにくい等
の困難に直面した。さらに一部の子どもはPTSDを発症し、その改善が困難であった事例もみられた。

研究成果の概要（英文）：Children with developmental disabilities (CDD) and their parents were suffered 
greater damages from great east Japan earthquake than children with typical development and their 
parents. CDDs often could not experience disaster drills before earthquake, because they often could not 
understand the meanings of them properly. When CDDs were caught in tsunami, they had large difficulties 
to escape or died because of their weakness in prehension and estimate of risk, especially if they could 
not contact with their parents.
Most of CDDs and their parents had to be out of refuges because CDDs often were profoundly afraid to and 
could not accommodate themselves to other persons in refuges. The most of CCDs and their parents had 
difficulties to get foods and other relief goods because these goods primarily carried to refuges. Some 
of CDDs were suffered from PTSD, and most of them were ill for long time.
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１．研究開始当初の背景 
 平成 23 年３月 11 日に起きた東日本大震災
において、地震及び津波の時とその後の避難
時に自閉症等の発達障害児が被災回避に大き
な困難を抱えたこと、避難時には家族と伴に
避難所にいられないための困難を抱えたとい
うことが報道された。また、震災による死亡
率が障害者では健常者の約２倍であることが
明らかになり、障害のある人が災害時には生
存が特に危機に陥ることが示唆された。東日
本大震災における障害児・者の報道等による
情報からは、障害が震災による被災と避難時
に大きな困難を引き起こすことが示された。
このことは地震による災害が避けられない我
が国においては、障害の有無により被災のリ
スクや程度に大きな差異が無いように国及び
自治体が施策を立案し実行することが重要
で、中でも震災時における支援とその前の防
災教育・訓練の重要性を示していた。 
 このためには、東日本大震災時における発
達障害児・者に関する具体的で客観的な情報
を収集し、それに基づいた対応策の検討が欠
かせない。震災直後から、国や多くの地方自
治体、各種団体からの支援が行われ、それら
は阪神・淡路大震災における教訓によって、
かなり効率的で現場のニーズに応えられるも
のになっていた。しかし、被災地の子供達に
対する支援は、報道等でみる限り PTSD の予
防と治療が中心になっており、障害のある子
供達、特に発達障害のある子供達に対する支
援は十分に行われていない可能性が示唆され
た。 
 以上のように、災害時と避難時において障
害特性を踏まえた支援のニーズが非常に高い
こと、それにもかかわらず適切な支援が十分
に行われていないことが危惧される状況があ
ったことが推測された。地震国である我が国
では大震災のリスクが高いことを考慮する
と、今後の震災時に備え、これからの防災策
と防災訓練の在り方、災害時の危険回避策、
避難時における適切な対応等について、東日
本大震災時における事実を把握しまとめてお
くことが必須と考えられた。 
  
２．研究の目的 
 東日本大震災における発達障害のある子ど
もは、その保護者と伴に健常児・者よりも非
常に大きな困難に直面したことが報道等から
推測されたが、その詳細については十分に明
らかとなっていなかった。このため、より客
観的で具体的な情報を収集し、それに基づい
て今後の防災・減災と防災教育に資する対応
策を考えていくことを研究の目的とした。 
 具体的には、東日本大震災の被災地、特に
津波の大きな被害を受けた地域を中心に、地
震以前における防災教育・訓練の状況、地震
発生時における被災の実態、地震後の避難時
における実態の把握を行うことが第一の目的
であった。第二の目的は、官民の様々な機関
や団体から発表されつつある資料や文献を参

照しつつ、上記の本研究で把握した実態に基
づき、発達障害児・者に必要な防災教育・訓
練、地震発生時の防災・減災の方法、その後
の避難時における対応策、等について検討
し、今後の防災の在り方を明らかにすること
であった。 
 
３．研究の方法 
 東日本大震災を中心にして防災や障害児・
者への災害時の支援等に関連する文献・資料
を収集した。研究期間中にも様々な報告や提
言が行われたので、被災地における聞き取り
調査に随時それらから得られた情報を反映さ
せて検討を行った。 
 調査としては、東日本大震災の被災地にお
ける実態把握を聞き取り調査とアンケート調
査によって行うこととした。この調査結果を
まとめ、発達障害のある子どもの防災と防災
教育、及び震災時の支援方策について検討を
行った。 
 しかし、研究開始後に被災地に実地調査に
行ったところ、被災地には多くのアンケート
調査の依頼が集中しており、被災地では「調
査疲れ」とも言える状況で、多くの人がアン
ケート調査に陰性の気持ちを抱いていること
が分かった。このためアンケート調査は行わ
ず、発達障害のある子どもへの対応策などの
相談に応じて現地への直接的な支援を行いつ
つ、聞き取り調査を行った。調査の対象は発
達障害のある子どもの保護者、発達障害のあ
る子どもと成人、発達障害のある子どもの教
育に関わっていた教師と福祉関係者であっ
た。聞き取り調査は、岩手県において行わ
れ、特に津波による被害の大きな地域におい
て重点的に行われた。」 
 これらの調査結果について、文献・資料に
述べられている情報をつきあわせ、防災教
育、地震及び津波時の避難、地震直後に避
難、地震後の避難、に分けてまとめた。 
 
４．研究成果 
 聞き取り調査の結果を、（1）地震前の防災
教育の実態と考察、（2） 地震及び津波時の
実態と考察、（3）地震後およそ１週間の避難
時と考察、（4）その後の避難時と考察、に分
けて述べ、（5）それらに基づいて総合的な考
察を行う。 
（１）地震前の防災教育の実態と考察 
 多くの幼稚園、小・中学校、高等学校、特
別支援学校で微震を含む防災教育が行われて
いたが、一般的な内容で、発達障害のある子
どもの特性に十分配慮した防災教育とはいえ
ないものであった。多くの学校関係者は、震
災前には実際の地震と津波についての実感が
持てなかった。このことや防災教育用に配布
された資料等にも、防災教育においても障害
による危険の察知の困難さや、危険回避方法
の理解の困難さが必ずしも十分に記載されて
いなかった。このため、実際に被災すると、
特に津波に関しては、ほとんどの教育関係者



にとって予想していなかったことが多く発生
した。これに対応するために、様々な工夫を
しなければならず、多大な労力を使うことに
なり、また不十分な災害への対応にならざる
をえなかった。 
 このような東関東大震災の経験から、普段
から的確な災害への準備と防災教育・訓練の
重要性が、実際の経験により深く感じられ
た。そして、この経験を活かして、今後の学
校における防災教育と防災訓練では、発達障
害の特性を踏まえたものとしなければならな
いことが多くの現場の教師から陳述された。 
 聞き取り調査を行った地域では、発達障害
のある子どもについての理解が十分に得られ
ていないところもあった。このため、特別支
援学校や小中学校の特別支援学級、通級指導
教室において教育的支援を受けていなかった
が、発達障害の可能性が考えられる事例も少
なくなかった。この場合、防災教育・訓練や
震災後の避難に際して、必要な支援が全く考
慮されていない場合があった。就学前や学校
卒業後の発達障害児・者においてはこのよう
な場合が少なくなかった。このことは、東日
本大震災のような大災害の発生時において発
達障害児・者に必要な支援が行われるために
は、普段から発達障害社支援法に述べられて
いるように早期発見・早期支援の体制が十汁
していることが重要であることを示してい
た。 
 防災教育については、一部の特別支援学校
や特別支援学級で、障害を考慮した分かりや
すい教材の作成が試みられていたが、大部分
の防災教育は十分な配慮がなされていなかっ
た。特に知的障害を伴う自閉症の場合、言語
による指導よりも図等を使った彼らに分かり
やすい教材が必要であること、柔軟な応用が
苦手な障害特性を考慮して具体的な説明が必
要であることがわかった。 
 ある就学前の自閉症幼児の事例では、津波
が襲来した時間がちょうど学校からバスで送
られて家に着いてしばらくした時で、保護者
が仕事から帰宅する時間までの一人でいるわ
ずかな時間帯であった。このため詳細は不明
だが対比行動をとれず、また支援のなされず
津波の犠牲者になった。その町では防災無線
の放送がなされたが、自閉症幼児には意味が
伝わらなかったし、どうしてよいかも分から
なかった。幼児であり自閉症であったので、
大勢の人が集まる地域の防災訓練は苦手でパ
ニックになる可能性が高かったため、保護者
は幼児を地域の防災訓練に参加させていなか
った。 
 このことから、障害のある子共も参加しや
すい地域の防災訓練が必要であることを示し
ている。保護者がいない場合でも、地域での
役割分担で発達障害児の安全確認を行い、必
要な避難を地域の人が支援する体制を普段か
ら構築していくことが必要であると考えられ
た。 
 学校での防災訓練も発達障害児の障害特性

を考慮し、かつ学校全体の防災訓練に包含し
ていくものであることが必要である。大勢の
人が集まる防災訓練は、発達障害児にとって
は苦手な場面であり、特に自閉症児にとって
は非常に不安になる状況である。ある自閉症
幼児は幼稚園における防災訓練でパニックと
なり、訓練から抜けなければならなくなった
し、別の自閉症幼児は防災訓練の日が変更に
なったことでパニックになった。小学校の特
別支援学校では、自閉症児がパニックになる
可能性を考慮して、防災訓練への参加をしな
いようにしていた。 
 このことは、防災訓練という状況が自閉症
児にとっては非常に苦手な状況であり強い不
安に陥る可能性が高いことを示している。一
方で、先述のように普段からの防災訓練が重
要であることが明らかになっている。 
 そこで今後の防災訓練の在り方としては、
防災教育として本人に分かりやすい方法で避
難の必要性や災害時に起きうる状況をよく説
明し、そこで必要とされる行動を時間をかけ
てもできるだけ理解させる指導が必要である
と考えられた。そしてこの中で防災訓練の重
要性も十分に説明されることが必要である。
さらに、通常のルーチンとは異なったことに
対する拒否感が非常に強いことの多い自閉症
児には、普段と違う行動について健常児以上
に何回も慣れるまで訓練が必要であると考え
られた。そして、大勢の中での統一的な行動
が苦手で不安が強くなる可能性があるので、
特別支援学級担任や特別支援教育コーディネ
ータ等による少人数グループとしての避難の
方法を立案しておき、その訓練を少人数のグ
ループで行っていくことも必要な場合が多い
と考えられた。 
（２） 地震及び津波時の実態と考察 
 地震が起きた時、多くの学校では想定外の
ことが起きていた。 
 まず、ほとんどの学校では、地震が起きた
際に机の下に入る等の防災訓練を行ってお
り、これは通常の学級では直ちに実行され
た。特別支援学級等でも発達障害児は多くの
場合教師の指示に従うことができ、地震の最
中及び直後にパニックになる子供はほとんど
いなかった。これは非常に大きな揺れがあっ
たため、知的障害を伴う自閉症児を含め、ほ
とんどの発達障害児で非常時であることの認
知は可能であった。 
 そして、机の下への避難等の防災訓練の効
果はあり、天井等の非構造部材の落下等があ
っても、それによる障害はほとんどなかった
ようであった。 
 一方でその後の対処については、管理職か
ら校内放送を通じて行うことになっていた学
校が多かったが、停電が起きたため校内放送
が使えなくなった学校が多かった。このた
め、校内での連絡に一時混乱がみられた場合
があった。 
 この他、校内はもちろん、保護者や教育委
員会等との情報の伝達が非常に困難になっ



た。これも十分には予想されていなかった。
このため、保護者へ子共の情報がなかなか伝
えられなかったり、保護者も学校と連絡をと
ることが困難となった。その中でメールが比
較的通じやすかったことから、メールを用い
て情報交換が行われることが多くなった。 
 保護者にとって災害時の子共の安全確認は
非常に大きな意味を持っている。学校として
も保護者と連絡をとり子共を保護者に引き渡
すまでは、この連絡に大きな労力を費やすこ
ととなった。 
 このことから、これは国全体としての対応
となるが、非常時に特定の目的で確保される
通信回線が必要と考えられる。これにより早
急に子共の状況を保護者に伝えられるし、子
共も保護者の状況を知ることができる。 
 東関東大地震では、地震自体よりも津波に
よる被害が大きかった。そしてその被害とし
ての死者は、障害者手帳を持っている人では
健常な人よりも約２倍の確率であったと河北
新報の調査で示されている。子供における被
災状況をみると、学校等に通う子供における
死者・行方不明者は、平成 24 年９月 14 日
現在で判明した数値で、それぞれ 659 名、
262 名、合わせて 921 名であった 1)。特別支
援学校の児童生徒における死者は６名であっ
た 2)。特別支援学校在籍者の死者は 0.86%で
あり、児童生徒数における割合 0.65%に比べ
て高い割合であった。小中学校における特別
支援学級や通級指導教室の児童生徒に関して
は詳細な統計が得られていないが、障害のあ
る子供において死者・行方不明者の割合が健
常児に比べて高かったことが推察される。 
 地震とその後の津波に対する不安と対応に
対する困惑が発達障害児では健常児よりも多
き方と推測される。ただ、地震への不安が強
く対応に困惑する可能性が最も高い知的障害
を伴う自閉症児においても、大きな地震の揺
れから「非常時」であることを認知した子共
は多く、その場でパニックになった子供は少
なかった。困惑はあり、どうすればよいかは
分からないため、教師もしくは保護者からの
指示があれば、普段よりもよく従った傾向が
みられた。一方で明確な指示がないと困惑し
て不安が強くなり、一部の子供ではパニック
に近い状態もみられた。 
 また、先述したように障害特性を踏まえた
十分な防災訓練がなされていなかったことも
あり、自発的に危険回避行動をしたり、避難
行動を行う発達障害児は非常に少なかった。
特に津波については予想が困難で対処も自発
的には困難であった。防災訓練で落ち着いて
自発的に、そして必要に応じて教師や保護者
の指示に従って危険を回避することは発達障
害児、特に知的障害を伴う自閉症児にとって
は非常に困難であった。 
 このことは、障害特性を踏まえた適切な防
災教育・訓練を十分に普段から行うことを前
提に、津波を含む地震災害時に個々のニーズ
に応じた支援が必要であることも示してい

る。 
（３）地震後およそ１週間の避難時と考察 
 地震の最中及び直後においては、自閉症児
にパニックのような大きな行動障害はほとん
どみられず、比較的教師等の指示によく従っ
て行動することが多かったが、非常に強い不
安を抱えていたとの報告が多かった。そし
て、地震の２〜３日後から、保護者から離れ
ない、急に奇声を発する、落ち着きがなく多
動等がみられ、一部ではカタトニー様の状態
がみられることがあった。このような行動の
ため、保護者は避難所に入ることを躊躇した
り、避難所に入っていてもそこから出て半壊
した自宅に戻ったり自家用車の中で生活する
ことを強いられたりした。それは、避難所に
いると、周囲の人たちから注意されたり苦情
をいわれることによるものであり、自閉症等
の発達障害に関する周囲の人たちの理解不足
から来るものであった。このような状況があ
ったため、子供の行動により、周囲の人たち
のことを考えて最初から避難所にはいらなか
った保護者が多かった。発達障害を含む障害
のある人たちが、障害特性に配慮され安心し
て避難できるものとして福祉避難所がある。
しかし、東関東大地震の時には必ずしも十分
に指定されていなかった。仙台市では 40 カ
所と比較的多かったが 3)、岩手県では全県で
18 カ所 4)と地域によって差があった。ま
た、その多くは老人福祉関係の施設が指定さ
れており、障害児の避難場所としてはあまり
機能できていなかった。 
 一方、ある自閉症児については、保護者が
普段から地域に人たちに会わせるようにして
本人の社会性の向上と地域の人たちの理解を
深める努力を行っていた。このため、地震直
後から地域の人たちの支援が得られ、遠慮す
ることなく避難所にも入ることができ、そこ
での多少の問題行動も周囲に容認され、比較
的適切な対応がなされたため、問題行動は
徐々に減少して避難所で安定した生活が可能
となっていた。このことは、普段から地域の
人たちの理解を得ておくことの重要性を示し
ていると考えられた。ただし、保護者のみで
地域社会の理解を得る努力をすることはしば
しば非常に困難なことがある。このことか
ら、発達障害に対する社会全体の理解が常日
頃から必要であり、それは保護者のみが担う
のではなく、関係者全体として行うことが重
要であると考えられた。 
 発達障害のある子供、特に自閉症のある子
供では、早ければ地震の直後から、多くは地
震の数日後から不眠や突然の奇声、急に動き
回る、等の PTSD と関連するような行動が見
られる子供が多かった。地震の時や直後は、
強い不安があったと考えられるが、「非常
時」という認識があったことが考えられ、強
い緊張感により押さえられていたものが、数
日後から表面化してきたものと考えられる。 
 子供の PTSD については、地震の直後から
多くの専門家や関連機関が被災地に出向いて



支援を試みたが、発達障害のある子供にみら
れた PTSD の可能性が高い状態への支援は十
分に行き届かなかった。この理由の１つは、
上記のような行動が発現した発達障害のある
子供、特に自閉症のある子供は、そのほとん
どが避難所にはいられなかったことが考えら
れる。避難所が様々な情報が集散する拠点と
もなっていたことから、そこに入れなかった
発達障害のある子供に関する情報は、PTSD
等の支援に来た専門家等にとながらなかった
ことが多かった。またもう一つの理由は、そ
の症状が健常児にみられる PDSD とは異な
っており、PTSD として被災地の関係者に十
分には認知されなかったことがある。これら
のことによって、主に自閉症のある子供に発
現した PTSD への早期対応がなされなかった
事例が多く、その症状は徐々に改善していっ
た場合もあるが、長期間にわたってみられた
事例も少なくなかった。 
 これも自閉症のある子供の多くにみられた
ことであるが、直後にみられた極度の緊張が
解けた時、子供はいつもの見慣れた環境とは
全く違う環境にいることを感じたことが考え
られる。自閉症のある子供は環境の変化が非
常に苦手であり強い不安を覚えることが多
い。震災後に置かれた状況は、自閉症のある
子供にとっては非常に強い不安が引き起こさ
れる状況にあった。そしていつも通っている
学校への通学はなくなり、何をすればよいの
かも分からなくなって、一層不安が強くなっ
たことも、行動障害の原因の一つになったと
考えられる。これについては、一部の保護者
は、子供がいつも好んでいる携帯型ゲーム機
もしくは携帯型 DVD 再生機を避難したとこ
ろに持っていった。これは、それらの事例で
みると大きな効果を示し、一般の避難所にお
いてさえ、DVD をみていればほとんどの時
間を落ち着いていられたり、個別の避難場所
でも比較的落ち着いていられた。また、この
ことが震災の強いショックを和らげる効果も
持っていたようで、数値での比較はできない
ものの、PTSD と思われる行動も少ない傾向
がみられた。 
（4）その後の避難時と考察 
 地震の１週間以後では、避難する場所の問
題が最も大きかった。先述したように、保護
者は子供の行動を考え、一般の避難所に入ら
なかったことが多く、また親戚や知人の家へ
の避難についても、子供の状態をみて躊躇し
たことが多かった。 
 一方で、震災前に避難所として指定されて
いなかったにもかかわらず、避難する人たち
を受け入れた特別支援学校がある。在校生は
もちろん、地域の人々、特に障害のある人た
ちの避難所として大きな貢献をした例もあ
る。この場合、教職員が障害のある人たちへ
の対応の仕方を知っていたことが役立ってい
た。この例は、障害のある子供への特別支援
教育を行っている特別支援学校は、ハード面
及びソフト面の両面で障害のある子供だけで

なく成人の避難所としても存在意義が高いも
のと考えられる。特別支援学校のもつ福祉避
難所としての価値は高いと考えられる。 
 地震後２〜３ヶ月以降になると、多くの被
災者は仮設住宅に入居したり、縁戚や知人の
家への転居、住宅を新築しての転居等が行わ
れた。行動障害がみられた発達障害のある子
供と保護者は、この際にも困難に直面した。
親戚の家等への同居は多くの場合、保護者が
避けた。仮設住宅でも同様なことがあり、発
達障害の障害特性を踏まえ、それに対応した
住宅の建設も考慮される必要があると考えら
れた。 
(5)調査結果等に基づいた総合的な考察 
 発達障害のある子供、特に知的障害を伴う
自閉症等のある子供では、大地震等の危急の
際に危険の予測や認知が困難で、具体的にど
のように行動すればよいかが分からいことが
多く、時には混迷状態に陥る可能性がある。 
 このことから、普段からの防災教育と防災
訓練が、健常児よりも一層重要である。防災
教育は、障害特性に配慮したものであること
が必要で、防災訓練に際しては、必要があれ
ば少人数で行う等の柔軟性が必要である。 
 危険の回避行動が難しいことが多いので、
地域との連携を普段からできるだけ深めてお
くことが望ましく、家等に子供だけを置いて
いく場合には近隣に声をかけておく、等のこ
とも望ましい。 
 普段から、災害時に備えた備品を家庭と学
校で備えておくことが必要である。そこには
ゲーム機等の本人の愛用品を加えておくこと
で、避難所等で落ち着いて過ごせる可能性が
高まる。 
 避難に際して、発達障害のある子供は一般
の避難所への避難が困難なことが多い。この
ために、障害のある子供が避難できる福祉避
難所が重要となる。福祉避難所の指定は東日
本大震災の後から急速に増加しており、平成
24 年９月末時点の厚生労働省の調査による
と総数は 11,254 施設となっており、そのう
ち、特別支援学校が 102 施設、小・中学校と
高等学校が 343 施設となっている。この面で
の充実が進んできているが、さらなる充実が
必要である。 
 また、福祉避難所は二次避難所であり、災
害直後に原則的には入所できるものではな
い。しかし、これは現実にはそぐわず、被災
直後から避難所が必要となる。一般の避難所
にも、インクルージョンの原則と合理的配慮
の原則に対応した場所と運営が望まれる。た
だし、障害特性を知った人材が必要となるこ
とから、一般避難所となった学校に特別支援
学級や通級指導教室があれば、その学級や教
室を障害のある子供のための避難場所とす
る、というようなことが必要と思われる。 
 地域との連携の重要性も、東日本大震災の
経験から指摘されているところで、地域の人
たちへの障害の理解・啓発と、地域での防災
教育や防災訓練における配慮とそれへの参



加、避難時における地域住民の理解と支援が
なされるような施策が市町村に望まれる。 
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